
 

教育委員会定例会日程 

 

令和６年(2024 年)３月 26 日 

 

１ 開 会 

２ 前回議事録の承認 

３ 議事録署名委員の決定 

４ 議事  

 日程第１  

  議案第  ６  号  

   新しい学校づくり検討委員会委員の委嘱について        （教育総務課） 

  日程第２  

議案第  ７  号  

 小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則の一部改正について  

  （教育総務課） 

 日程第３  

議案第  ８  号  

 小田原市教育委員会職員職名規則の一部改正について（教育総務課・教育指導課） 

５ 報告事項  

 (1) 小田原市高等学校等奨学金支給規則の一部改正について （資料１ 教育指導課） 

 (2) 下中幼稚園の移転について【非公開】         （資料２ 教育総務課） 

６ 閉 会 

 



議案第 ６ 号 

小田原市新しい学校づくり検討委員会委員の委嘱について 

小田原市新しい学校づくり検討委員会委員の委嘱について、議決を求める。 

 

令和 ６ 年 ３ 月２６日提出       

 

小田原市教育委員会       

教育長 下 正 祐   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小田原市新しい学校づくり検討委員会 委員名簿（案） 

 

       任 期 令和６年（2024年）４月１日～令和８年（2026年）３月 31日 

選出区分 氏  名 備  考 新・再 

学識経験者 内 山 絵美子 小田原短期大学保育学科 専任講師 再任 

学識経験者 遠 藤   新 工学院大学建築学部 教授 再任 

学識経験者 久 田 由 佳 株式会社 llinno 代表 新任 

学識経験者 柳 澤   要 千葉大学大学院工学研究院 教授 再任 

住民組織の役員 木 村 秀 昭 小田原市自治会総連合 会長 再任 

児童及び生徒の

保護者等を代表

する者 

中 谷 彰 吾 
小田原市ＰＴＡ連絡協議会 

小学校部会長 
新任 

市立小学校の校

長 
浜 口 勝 己 小田原市立国府津小学校 校長 再任 

市立中学校の校

長 
村 上 晃 一 小田原市立白山中学校 校長 再任 

公募市民 木 村 元 彦  再任 

公募市民 山 本 加 世  再任 

 

【臨時委員】 

       任 期 委嘱の日から委員会の調査審議事項の調査審議が終了した日まで 

選出区分 氏  名 備  考 

学識経験者 竹 内 昌 義 東北芸術工科大学デザイン工学部 教授 

 

※敬称略。 



議案第 ７ 号  

小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則に 

ついて 

小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則について、

議決を求める。 

 

令和 ６ 年 ３ 月２６日提出       

 

小田原市教育委員会       

教育長 下 正 祐   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則 

小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則（平成２７年小田原市教育委員会規則

第１４号）の一部を次のように改正する。 

別表小田原市立城山中学校の項の次に次のように加える。 

小田原市立白鷗中学校 白鷗中学校学校運営協議会 

別表小田原市立鴨宮中学校の項の次に次のように加える。 

小田原市立千代中学校 千代中学校学校運営協議会 

別表小田原市立酒匂中学校の項の次に次のように加える。 

小田原市立泉中学校 泉中学校学校運営協議会 

小田原市立橘中学校 橘中学校学校運営協議会 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 



小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則 

 ［改正理由］ 

   小田原市立白鷗中学校ほか３校の市立中学校に学校運営協議会を設置するため改

正する。 

 ［内  容］ 

   学校運営協議会を次のように設置することとする。（別表関係） 

学  校  名 協議会の名称 

小田原市立白鷗中学校 白鷗中学校学校運営協議会 

小田原市立千代中学校 千代中学校学校運営協議会 

小田原市立泉中学校 泉中学校学校運営協議会 

小田原市立橘中学校 橘中学校学校運営協議会 

 ［適  用］ 

   令和 ６ 年 ４ 月 １ 日 



小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照条文 

 

○小田原市学校運営協議会の設置等に関する規則（平成２７年小田原市教育委員会規則第１４号）

（抄） 

 

改  正  後 改  正  前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

学校名 協議会の名称 

（略） 

小田原市立城山中学

校 

城山中学校学校運営

協議会 

小田原市立白鷗中学

校 

白鷗中学校学校運営

協議会 

小田原市立白山中学

校 

白山中学校学校運営

協議会 

（略） 

小田原市立鴨宮中学

校 

鴨宮中学校学校運営

協議会 

小田原市立千代中学

校 

千代中学校学校運営

協議会 

小田原市立酒匂中学

校 

酒匂中学校学校運営

協議会 

小田原市立泉中学校 
泉中学校学校運営協

議会 

小田原市立橘中学校 
橘中学校学校運営協

議会 

学校名 協議会の名称 

（略） 

小田原市立城山中学

校 

城山中学校学校運営

協議会 

小田原市立白山中学

校 

白山中学校学校運営

協議会 

（略） 

小田原市立鴨宮中学

校 

鴨宮中学校学校運営

協議会 

小田原市立酒匂中学

校 

酒匂中学校学校運営

協議会 

小田原市立城北中学

校 

城北中学校学校運営

協議会 

（略） 
 



小田原市立城北中学

校 

城北中学校学校運営

協議会 

（略） 
 

 











議案第 ８ 号  

小田原市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則について 

小田原市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則について、議決を求める。 

 

令和 ６ 年 ３ 月２６日提出       

 

小田原市教育委員会       

教育長 下 正 祐   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小田原市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則 

 小田原市教育委員会職員職名規則（昭和３６年小田原市教育委員会規則第１号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第４中 

「 
技能職 整備員 技能職員  

 
調理師  

 業務職 用務員 業務職員 を 

 作業員 
 

 給食調理員 
」 

 
「 

技能職 整備員 技能職員  

 
業務職 用務員 業務職員 に 

 作業員 
」 

改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （小田原市立学校組織規則の一部改正） 

２ 小田原市立学校組織規則（昭和３０年小田原市教育委員会規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条第１項中第１４号を削り、第１５号を第１４号とする。 

 



小田原市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則 

 ［改正理由］ 

   調理師及び給食調理員の職を廃止するため改正する。 

 ［内  容］ 

  １ 調理師及び給食調理員の職の廃止（別表第４関係） 

    調理師及び給食調理員の職を廃止することとする。 

  ２ 小田原市立学校組織規則の一部改正（附則第２項関係） 

    市立学校に置く職員を定める規定について、給食調理員を削除することとする。

（第２条関係） 

 ［適  用］ 

   令和 ６ 年 ４ 月 １ 日 



小田原市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則 新旧対照条文 

 

○小田原市教育委員会職員職名規則（昭和３６年小田原市教育委員会規則第１号）（抄）（本則関

係） 

 

改  正  後 改  正  前 

別表第４（第５条関係） 別表第４（第５条関係） 

区分 職名 職に充てる職員 

（略） 

技能職 整備員 技能職員 

業務職 用務員 業務職員 

作業員 
 

区分 職名 職に充てる職員 

（略） 

技能職 整備員 技能職員 

調理師 

業務職 用務員 業務職員 

作業員 

給食調理員 
 

 

○小田原市立学校組織規則（昭和３０年小田原市教育委員会規則第２号）（抄）（附則関係） 

 

改  正  後 改  正  前 

（職員） （職員） 

第２条 市立小学校に、次に掲げる職員を置

く。 

第２条 市立小学校に、次に掲げる職員を置

く。 

(1)～(13) （略） (1)～(13) （略） 

＿＿ ＿＿＿＿＿ (14) 給食調理員 

(14) （略） (15) （略） 

２ （略） 

 

２ （略） 

 

 



 
資料１ 

小田原市高等学校等奨学金支給規則の一部を改正する規則 

小田原市高等学校等奨学金支給規則（平成２３年小田原市規則第６号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第４号を次のように改める。 

(4) 学習意欲があり、学力の向上が期待できること。 

様式第２号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（第４条関係） 

推薦書 

 

                             年  月  日 

 

 小田原市長 様 

 

                       学校長         □印  

 

 次の生徒は、学習意欲があり、学力の向上が期待できるので、奨学生に推薦しま

す。 

住 所  

氏 名  

学校長の意見 

 

その他必要事項 

 



 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 



小田原市高等学校等奨学金支給規則の一部を改正する規則 

 ［改正理由］ 

   小田原市高等学校等奨学金の受給資格を変更するため改正する。 

 ［内  容］ 

   小田原市高等学校等奨学金の受給資格のうち、学業成績等に関する要件を次のよ

うに変更することとする。（第２条及び様式第２号関係） 

改  正  後 改  正  前 

学習意欲があり、学力の向上が期待で

きること。 

品行方正であり、かつ、学業成績が優

良であること。 

 ［適  用］ 

   令和 ６ 年 ４ 月 １ 日 



小田原市高等学校等奨学金支給規則の一部を改正する規則 新旧対照条文 

 

○小田原市高等学校等奨学金支給規則（平成２３年小田原市規則第６号）（抄） 

 

改  正  後 改  正  前 

（奨学金の受給資格） （奨学金の受給資格） 

第２条 奨学金の支給を受けることができる者

は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

第２条 奨学金の支給を受けることができる者

は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

(1)・(2)・(3) （略） (1)・(2)・(3) （略） 

(4) 学習意欲があり、学力の向上が期待でき

ること。 

 

(4) 品行方正であり、かつ、学業成績が優良

であること。 

 

  



改  正  後 

様式第２号（第４条関係） 

 

  



改  正  前 

様式第２号（第４条関係） 

 

 



1 

 

下中幼稚園の移転について 
 

１ 目 的 

下中幼稚園敷地を計画地とする橘地域認定こども園の整備に伴い、隣接する下中

小学校に下中幼稚園を移転し、令和６年(2024年)９月から令和８年度(2026年度)に

認定こども園が開設するまでの間、幼稚園を運営するため、下中小学校２階の多目

的室を教室に改修する。これにあわせ、下中幼稚園の不用品等撤去、園庭整備のほ

か教育環境を整備する。 

 

２ 事業概要 

  ・２階多目的教室を幼稚園の教室に、２階教材室を幼稚園の職員室に改修 

  ・１階・２階トイレの洋式化改修 

  ・１階昇降口及び幼稚園の職員室にインターホン新設 

  ・仮設園庭整備、教室環境の整備、WEB回線等設置 

  ・下中幼稚園の不用品撤去、倉庫・遊具移設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ スケジュール 

令和６年度夏季休業中に工事を実施するとともに引越作業を行い、９月から移転

後の幼稚園運営を開始する。 

 

４ 小田原市立学校条例の一部改正 

下中幼稚園の位置を定めている小田原市立学校条例の一部を改正するため、パブ

リックコメント（市民意見募集）を、令和６年４月１日（月）から同月 30日（火）

までの期間で実施する。 

 

１階 

２階 

トイレ 

教室 



2 

 

市民意見募集資料 

 

小田原市立学校条例の一部改正について 

 

１ 改正の背景 

  現在の下中幼稚園の敷地内に橘地域認定こども園を整備するに当たり、令和８年

度（2026年度）に橘地域認定こども園が開設されるまでの間、隣接する下中小学校

に下中幼稚園を移転し幼稚園を運営するため、小田原市立学校条例の一部を改正す

るものです。 

 

２ 改正する条例 

  小田原市立学校条例 

 

３ 改正の内容 

  下中幼稚園の位置を次のとおり変更することとする。 

改 正 後 改 正 前 

小田原市小船 178番地（下中小学校内） 小田原市小船 174番地の１ 

 

４ 条例の施行日（予定） 

  令和 ６ 年 ９ 月 １ 日 

 

５ パブリックコメント（市民意見募集）の実施 

  意見募集期間  令和６年４月１日（月）から同月 30日（火）まで 

 

 


